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中
国
に
お
け
る
青
少
年
犯
罪
の
現
状
及
び
そ
の
動
向

　
駆
樹
華
教
授
は
、
現
在
、
北
京
大
学
法
律
系
教
授
で
あ
り
、
北
京
大

学
犯
罪
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
で
あ
る
。
一
橋
大
学
法
学
部
で
は
、

昨
年
（
一
九
八
八
年
）
一
〇
月
か
ら
本
年
三
月
ま
で
の
六
か
月
間
、
教

授
を
ア
ジ
ア
法
担
当
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
招
き
、
中
国
憲
法
に
つ
い

て
講
義
を
し
て
頂
い
た
。
廣
教
授
の
員
下
の
研
究
領
域
は
犯
罪
挙
・
少

年
法
に
あ
っ
て
、
『
脊
少
年
法
学
（
北
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
六

年
）
』
『
青
少
年
法
学
概
論
（
中
国
政
法
大
学
出
版
会
・
一
九
八
六
年
）
』

な
ど
の
著
薔
も
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
切
角
の
機
会
で
あ
る
の
で
、

ア
ジ
ア
法
講
義
も
終
了
し
、
帰
国
ま
で
の
比
較
的
時
間
に
余
裕
の
あ
る

間
を
利
用
し
て
、
一
日
、
中
国
の
背
少
年
犯
罪
の
状
況
に
つ
い
て
国
際

交
流
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
講
演
を
お
願
い
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
時

（
三
月
一
三
日
）
の
講
演
原
稿
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
の

監
修
と
い
う
観
点
か
ら
、
村
井
の
責
任
で
若
干
手
を
加
え
た
が
、
そ
れ

も
最
小
限
に
と
ど
め
、
で
き
る
だ
け
原
文
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
に
し

た
。
統
計
の
出
典
等
に
つ
い
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
。

は
、
講
演
原
稿
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
文
末
の
注
に
つ
い
て
は
、

留
学
生
の
王
雲
海
、
榔
紅
宇
夫
妻
の
協
カ
を
得
た
。
　
（
村
井
敏
邦
）

康
　
　
　
樹

青
少
年
犯
罪
の
現
状

　
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
か
ら
の
最
初
の
一
七
年
間
に
お

い
て
は
、
社
会
秩
序
は
良
好
状
態
で
あ
っ
た
。
特
に
建
国
の
一
九

四
九
年
か
ら
社
会
主
義
に
よ
る
基
本
改
造
が
終
っ
た
一
九
五
六
年

ま
で
の
犯
罪
状
況
は
、
以
前
と
比
べ
る
と
急
激
に
減
少
の
傾
向
を

示
し
た
。
例
え
ぱ
、
全
国
の
刑
事
事
件
は
一
九
五
二
年
の
そ
れ
が

一
九
五
〇
年
よ
り
大
幅
に
減
少
し
た
。
一
九
五
〇
年
に
全
国
の
各

種
類
の
刑
事
事
件
は
五
一
万
件
あ
り
、
一
九
五
〇
年
の
総
人
口
は

五
・
五
億
で
、
刑
事
事
件
の
数
は
総
人
口
の
一
万
分
の
九
・
二
に

当
た
る
。
摘
発
さ
れ
た
刑
事
事
件
の
犯
罪
者
の
九
〇
パ
i
セ
ン
ト

以
上
は
大
陸
に
残
っ
た
国
民
党
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
普
通
の

人
に
よ
る
犯
罪
は
す
く
な
か
っ
た
。
青
少
年
に
よ
る
犯
罪
が
も
っ

〃
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と
も
少
な
か
っ
た
。
一
九
五
二
年
全
国
（
台
湾
を
除
い
て
）
の
刑

事
事
件
の
数
は
二
四
万
件
で
、
そ
の
年
の
わ
が
国
の
人
口
総
数
は

五
・
七
億
で
、
犯
罪
全
体
発
生
件
数
が
人
口
比
で
一
万
分
の
四
・

二
件
で
あ
っ
た
。
一
九
五
五
年
に
全
国
の
刑
事
事
件
は
二
三
万
件

で
、
一
九
五
五
年
の
人
口
総
数
は
六
二
二
億
で
、
犯
罪
全
体
発
生

件
数
が
人
口
比
で
一
万
分
の
三
・
七
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
の

全
国
の
各
種
類
の
刑
事
事
件
は
一
八
万
件
で
、
そ
の
年
の
人
口
は

六
・
四
億
で
、
犯
罪
全
体
発
生
件
数
は
一
万
分
の
二
・
八
に
当
る
。

要
す
る
に
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
六
年
の
社
会
主
義
基
本
改
造

の
終
り
ま
で
、
全
国
の
年
、
こ
と
の
狙
罪
発
生
件
数
は
平
均
二
九
万

件
、
人
口
の
一
万
分
の
四
・
五
に
当
る
。
つ
ま
り
、
一
万
人
の
中

に
四
人
か
五
人
が
犯
罪
を
お
こ
し
た
。
そ
の
当
時
、
背
少
年
に
よ

る
犯
罪
は
二
次
的
な
地
位
に
あ
り
、
重
大
な
間
題
に
な
ら
ず
、
刑

事
事
件
総
数
の
二
〇
～
二
五
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
だ
け
で
あ
る
。

　
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
の
社
会
主
義
建
設
時
期
に

は
、
わ
が
国
の
犯
罪
は
主
な
情
勢
か
ら
見
る
と
、
ひ
ま
し
に
増
加

の
傾
向
で
あ
っ
た
。
例
え
ぱ
、
一
九
五
九
年
、
全
国
の
犯
罪
件
数

は
二
〇
万
五
百
件
で
、
当
時
の
人
口
総
数
は
六
・
七
二
億
で
、
犯

罪
全
体
の
発
生
件
数
が
人
口
比
で
一
万
分
の
二
・
八
九
で
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
、
全
国
の
各
種
類
の
刑
事
事
件
は
二
〇
・
九
万
件
で
、

そ
の
時
の
人
口
総
数
は
六
・
六
二
億
で
あ
る
か
ら
、
人
口
か
ら
見

る
と
一
万
分
の
三
二
一
に
当
た
る
。
一
九
六
四
年
の
全
国
の
各
種

類
刑
事
事
件
は
二
五
万
件
で
、
そ
の
年
の
人
口
総
数
は
七
億
で
、

人
口
比
か
ら
見
る
と
一
万
分
の
三
・
五
に
当
る
。
一
九
六
五
年
の

全
国
の
各
種
類
の
刑
事
事
件
は
二
四
万
件
で
、
こ
の
年
の
人
口
総

数
は
七
・
二
億
で
、
人
口
比
か
ら
見
る
と
一
万
分
の
三
・
三
に
当

た
る
。

　
こ
の
時
期
の
犯
罪
の
変
化
が
非
常
に
激
し
か
っ
た
が
、
青
少
年

に
よ
る
犯
罪
の
件
数
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
刑
事
犯
罪
の
全

部
の
件
数
の
三
〇
1
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
で
、
重
大
な
社
会
問
魑
に
な
ら
な
か
っ
た
。
北
京
、
上
海
、

天
津
、
藩
陽
、
福
州
、
鄭
州
こ
の
六
つ
の
都
市
の
統
計
に
よ
る
と
、

一
九
六
五
年
、
脊
少
年
に
よ
る
刑
事
犯
罪
が
こ
の
六
つ
の
都
市
の

刑
事
犯
全
体
の
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
が
、
六
つ
の
都
市
の

青
少
年
総
数
の
一
万
分
の
一
・
九
九
し
か
占
め
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
一
万
人
の
青
少
年
の
中
に
は
、
二
人
だ
け
が
犯
罪
を
犯
し
た
。

そ
の
時
期
、
人
民
が
自
覚
的
に
法
偉
と
紀
偉
を
守
っ
て
、
社
会
の

道
徳
も
真
面
目
に
守
っ
た
の
で
、
社
会
の
秩
序
や
道
徳
風
習
が
最

も
良
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
社
会
主
義
制
度
の
長
所
が
表
わ
れ
た
。

外
国
の
有
名
な
方
が
中
国
を
訪
問
し
た
時
、
青
少
年
に
よ
る
犯
罪

幼
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が
少
な
い
こ
と
に
ぴ
っ
く
り
し
、
彼
ら
は
、
中
国
の
犯
罪
の
数
が

人
々
に
信
じ
ら
れ
な
い
程
度
に
減
少
し
、
世
界
の
奇
跡
を
造
っ
た

と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
o

　
し
か
し
、
文
化
大
革
命
以
降
、
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
犯

罪
が
増
加
す
れ
ぱ
増
加
す
る
ほ
ど
、
わ
が
国
の
社
会
問
魑
に
な
っ

た
。
特
に
青
少
年
に
よ
る
犯
罪
が
激
増
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
や
は

り
北
京
、
上
海
、
天
津
、
藩
陽
、
福
州
、
鄭
州
こ
の
六
つ
の
都
市

の
調
査
資
料
か
ら
見
て
、
青
少
年
犯
罪
が
顕
著
に
増
加
し
た
と
わ

か
っ
た
。
一
九
六
五
年
、
以
上
の
都
市
の
青
少
年
犯
罪
の
総
数
は

二
、
二
五
九
人
で
あ
り
、
刑
事
犯
罪
の
全
体
の
三
八
バ
ー
セ
ン
ト

を
上
］
め
た
が
、
一
■
九
七
五
年
に
な
っ
て
か
ら
、
青
少
年
犯
罪
総
数

が
一
二
、
六
〇
五
人
に
達
し
て
、
刑
事
犯
罪
の
総
数
の
七
五
・
五

バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
〇
年
の
間
に
、

こ
の
六
つ
の
都
市
の
刑
事
犯
罪
を
起
こ
し
た
脊
少
年
の
数
が
五
・

八
五
倍
と
激
増
し
た
。

　
全
国
の
こ
こ
数
年
来
の
状
況
を
見
る
と
、
青
少
年
に
よ
る
犯
罪

が
絶
え
ず
に
上
昇
し
た
。
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
七
七
年
か
ら
一

九
七
九
年
ま
で
全
国
の
年
毎
の
各
種
の
刑
事
犯
罪
件
数
は
平
均
五

七
万
件
で
、
総
人
口
の
一
万
分
の
六
・
五
に
当
た
る
。
一
九
八
O

年
、
全
国
の
各
種
の
刑
事
犯
罪
の
総
数
は
七
五
万
件
で
、
こ
の
年

の
全
国
の
人
口
は
九
・
八
億
で
、
総
人
口
の
平
均
犯
罪
率
の
一
万

分
の
七
・
六
に
当
た
る
。
一
九
八
一
年
、
全
国
に
発
生
し
た
各
種

類
の
刑
事
犯
罪
の
総
数
は
七
九
・
八
万
件
で
、
一
九
八
一
年
の
人

口
の
総
数
が
一
〇
億
人
に
近
く
、
こ
の
人
口
数
で
計
算
す
れ
ぱ
、

平
均
犯
罪
率
が
一
万
分
の
七
・
四
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
青
少

年
犯
罪
の
数
は
、
八
○
年
代
に
な
っ
た
ば
か
り
の
三
年
目
に
、
刑

事
犯
罪
総
数
の
七
〇
1
八
O
バ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
一
九
八
三
年
に
刑
事
犯
罪
に
ひ
ど
い
打
撃
を
加
え
た
以
降
、
全

国
の
刑
事
犯
罪
の
件
数
が
減
少
の
傾
向
に
な
っ
て
、
社
会
秩
序
の

好
転
も
目
立
っ
た
。
人
民
た
ち
は
犬
変
喜
ん
だ
。
統
計
に
よ
る
と
、

全
国
の
二
つ
の
省
と
一
つ
の
都
市
を
例
外
と
し
、
犯
罪
発
生
率
が

一
〇
バ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
た
省
は
七
つ
で
、
二
〇
バ
ー
セ
ン

ト
以
上
減
少
し
た
省
は
八
つ
で
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し

た
省
は
二
つ
で
、
五
〇
バ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
た
省
も
二
つ
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
刑
事
犯
罪
に
ひ
ど
い
打
撃
を
加
え
た

以
降
、
わ
が
国
の
杜
会
秩
序
が
よ
く
な
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
降
、
青
少
年
犯
罪
率
が
漸
次
減
少
す
る
傾
向

を
示
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
北
京
に
お
い
て
、
一
九
八
四
年

に
は
、
全
市
の
青
少
年
犯
罪
の
摘
発
件
数
は
刑
事
犯
罪
総
数
の
六

九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
一
九
八
三
年
と
比
べ
て
、
青
少

46
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年
犯
罪
率
が
六
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
た
。
も
う
一
つ
の
例
と

し
て
、
天
津
の
一
九
八
三
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
当
年
の
青
少
年

犯
罪
は
刑
事
犯
罪
全
体
の
七
三
・
九
バ
ー
セ
ン
ト
に
至
っ
た
。
刑

事
犯
罪
に
ひ
ど
い
打
撃
を
加
え
た
以
降
、
良
好
状
態
に
な
っ
て
、

青
少
年
に
よ
る
犯
罪
率
が
急
激
に
減
少
し
た
。
一
九
八
四
年
の
統

計
に
よ
る
と
ぺ
一
九
八
三
年
と
比
べ
て
、
青
少
年
犯
罪
率
は
一
・

〇
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
た
、
一
九
八
四
年
、
全
市
の
青
少
年
犯

罪
の
摘
発
件
数
は
刑
事
犯
罪
総
数
の
六
二
二
一
バ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
た
。
し
か
し
、
一
九
八
五
年
以
降
、
刑
事
犯
罪
件
数
が
日
増
し

に
増
え
て
き
た
。
特
に
重
大
な
刑
事
犯
罪
が
大
幅
に
増
え
た
。
例

え
ぱ
、
北
京
で
は
一
九
八
五
年
に
お
い
て
、
全
市
の
刑
事
犯
罪
率

が
一
九
八
四
年
よ
り
三
六
・
八
バ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
そ
の
う

ち
に
、
重
大
な
刑
事
犯
罪
の
件
数
が
一
九
八
四
年
よ
り
五
七
・
九

バ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
青
少
年
に
よ
る
犯
罪
は
や
は
り
刑
事
犯

罪
の
主
体
で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
に
摘
発
さ
れ
た
青
少
年
犯
罪

は
刑
事
犯
罪
全
体
の
七
三
・
四
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
一
九
八

四
年
に
比
ぺ
る
と
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
殺
人
、
強
盗
、

強
姦
、
重
大
な
窃
盗
な
ど
の
罪
種
別
の
中
に
青
少
年
犯
罪
が
六

八
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
強
盗
が
八
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

と
な
っ
て
、
重
大
な
窃
盗
が
七
三
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
、

強
姦
が
六
五
・
ニ
バ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
、
殺
人
が
五
〇
バ
ー
セ

ン
ト
と
な
っ
た
。
上
海
と
天
津
な
ど
の
大
都
市
は
一
九
八
五
年
に

な
っ
て
か
ら
、
青
少
年
犯
罪
も
だ
ん
だ
ん
上
昇
し
て
き
て
、
い
く

つ
か
の
新
情
勢
と
新
動
向
が
現
わ
れ
た
。

．
一
九
八
七
年
、
我
が
国
の
青
少
年
犯
罪
が
絶
え
ず
に
増
え
て
き

て
、
青
少
年
に
よ
る
犯
罪
は
犯
罪
金
体
の
七
四
・
三
バ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
て
お
り
、
一
九
八
七
年
の
青
少
年
犯
罪
率
は
一
万
分
の
一

三
・
二
で
、
そ
の
う
ち
少
年
犯
罪
率
が
一
万
分
の
八
・
七
と
な
っ

た
。
一
九
八
七
年
の
青
少
年
犯
罪
率
の
一
万
分
の
二
二
・
二
を
一

九
八
一
年
の
青
少
年
犯
罪
率
の
一
万
分
の
七
・
四
と
比
べ
る
と
、

ほ
と
ん
ど
二
倍
前
後
増
え
て
お
り
、
特
に
罪
種
別
に
み
る
と
、
強

盗
、
殺
人
、
強
姦
、
傷
害
な
ど
の
犯
罪
は
一
九
八
六
年
よ
り
増
加

し
た
。
逮
捕
者
数
の
増
加
し
た
罪
種
を
み
る
と
、
一
九
八
六
年
よ

り
強
盗
が
六
九
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
え
て
お
り
、
殺
人
が
ニ
ハ
・

七
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
え
て
お
り
、
傷
害
が
一
八
・
七
バ
ー
セ
ン
ト

と
増
え
て
き
た
。
増
加
し
た
罪
種
を
み
る
と
、
攻
撃
的
な
武
器
の

所
持
、
車
上
狙
い
、
銀
行
、
商
店
な
ど
の
窃
盗
、
中
国
に
来
た
外

国
人
、
台
湾
人
、
ホ
ン
コ
ン
人
に
対
す
る
窃
盗
と
な
っ
て
い
る
。

　
青
少
年
犯
罪
の
現
状
か
ら
す
る
と
、
青
少
年
犯
罪
の
社
会
要
因

が
短
期
間
に
消
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
犯
罪
は
こ

〃
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れ
か
ら
も
依
然
と
し
て
高
水
準
を
維
持
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
こ

の
現
状
は
〃
改
革
、
開
放
”
の
情
勢
の
下
で
避
け
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
事
実
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
〃
法
制
日
報
。
に
よ

る
と
、
一
九
八
八
年
始
め
の
三
か
月
を
一
九
八
七
年
の
同
じ
時
期

と
比
べ
て
、
重
大
な
犯
罪
件
数
が
三
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し

た
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
対
策
作
用
を
別
に
し
て
、
人
口
と
の
関

係
だ
け
で
見
る
と
、
一
九
八
七
年
の
青
少
年
犯
罪
が
青
少
年
人
口

全
体
の
一
万
分
の
ニ
ニ
で
あ
る
と
計
算
す
れ
ぱ
、
一
九
八
八
年
に

は
青
少
年
犯
罪
が
二
一
、
○
○
○
人
に
も
増
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
か
と
言
う
と
、
一
九
八
七
年
の
青
少
年
の
人
口
総
数
は
二
・

九
億
人
で
、
青
少
年
犯
罪
が
一
万
分
の
二
二
・
二
を
占
め
た
。
一

九
八
八
年
の
わ
が
国
の
青
少
年
人
口
は
三
億
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
数
は
こ
れ
か
ら
の
何
年
の
間
に
は
減
少
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、

現
在
の
青
少
年
の
年
齢
層
は
一
〇
年
ほ
ど
維
持
し
て
い
く
・
か
ら

（
一
九
八
九
年
、
一
九
九
〇
年
青
少
年
人
口
が
二
・
九
億
ぐ
ら
い

に
な
る
と
推
定
さ
れ
る
）
、
青
少
年
犯
罪
の
総
数
に
は
変
化
が
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。

二
　
青
少
年
違
法
犯
罪
の
新
し
い
動
向

　
大
量
の
資
料
が
証
明
し
た
よ
う
に
、
改
革
や
開
放
な
ど
の
活
発

な
勢
い
の
た
め
、
青
少
年
の
犯
罪
は
以
前
と
比
べ
て
、
特
に
五
〇

年
代
と
六
〇
年
代
よ
り
、
大
変
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は

新
し
い
動
向
を
示
し
て
い
る
。

　
H
　
犯
罪
年
齢
は
低
年
齢
化
に
向
か
っ
て
い
る

　
青
少
年
の
犯
罪
年
齢
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
低
年
齢
化
に
変
化

す
る
こ
と
は
、
今
の
世
界
で
は
、
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。
わ
が
国

で
も
そ
う
で
あ
る
。
七
〇
年
代
に
入
っ
て
・
か
ら
、
青
少
年
違
法
犯

罪
の
年
齢
は
、
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
よ
り
二
、
三
歳
低
く
な
っ

た
。
一
般
的
に
は
一
〇
歳
か
ら
＝
一
歳
に
至
る
ま
で
は
、
不
良
行

為
も
あ
る
。
二
二
歳
か
ら
一
五
歳
ま
で
は
、
法
律
に
違
反
す
る
ピ

ー
ク
の
年
齢
期
で
、
一
五
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
は
、
犯
罪
の
ビ
ー

ク
の
年
齢
期
で
あ
る
。
そ
の
年
齢
期
を
過
ぎ
る
と
、
そ
ん
な
酷
く

な
く
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
七
年
、
わ
が
国
で
逮
捕
さ
れ
た
犯
罪

者
の
中
で
一
八
歳
未
満
の
少
年
犯
は
一
九
八
○
年
よ
り
五
・
四
パ

ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
例
え
ぱ
、
一
九
八
五
年
に
は
、
北
京
市
で

は
、
逮
捕
さ
れ
た
一
七
歳
以
下
の
少
年
犯
は
、
青
少
年
犯
罪
総
数

の
三
五
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
一
九
八
四
年
の
同
じ
時
期

と
比
べ
て
一
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
一
九
八
七
年
北
京
市

公
安
局
が
処
理
し
た
少
年
犯
罪
者
の
中
に
は
、
重
大
な
刑
事
犯
罪
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の
た
め
に
逮
捕
さ
れ
た
人
が
三
九
七
人
あ
り
、
処
理
さ
れ
た
少
年

犯
罪
者
の
三
一
・
三
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
逮
捕
数
は
一
九
八

六
年
よ
り
一
八
・
三
バ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
八
五
年
よ
り
五
一
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
増
え
た
。
逮
捕
さ
れ
た
少
年
犯
罪
者
の
中
で
強
盗
し

た
人
は
四
〇
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
強
姦
し
た
人
は
二
六
・
八
バ
ー

セ
ン
ト
、
重
大
窃
盗
し
た
人
は
一
五
バ
ー
セ
ン
ト
、
傷
害
し
た
人

は
一
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
強
盗
し
た
人
た

ち
は
、
一
般
的
に
は
、
結
合
し
て
、
凶
器
を
持
っ
て
犯
罪
行
為
を

実
行
す
る
。
強
姦
さ
れ
た
被
害
者
は
、
だ
い
た
い
少
女
と
幼
女
で

あ
る
。
傷
害
し
た
犯
罪
者
は
、
だ
い
た
い
け
ん
か
な
ど
の
原
因
で
、

ナ
イ
フ
を
持
っ
て
故
意
的
に
人
を
傷
害
し
、
重
傷
を
負
わ
せ
た
。

河
南
省
で
は
、
一
九
八
七
年
に
は
重
大
刑
事
犯
罪
で
逮
捕
さ
れ
た

犯
罪
者
の
中
に
は
、
一
七
歳
未
満
の
少
年
犯
罪
者
が
一
、
七
〇
〇

人
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
八
六
年
よ
り
二
一
パ
ー
セ
ン

ト
増
え
た
。
そ
の
中
で
、
殺
人
犯
は
三
一
・
七
バ
ー
セ
ン
ト
、
強

盗
犯
は
二
三
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
、
窃
盗
犯
は
三
〇
・
四
バ
ー
セ
ン

ト
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
に
、
上
海
市
の

嘉
定
県
公
安
局
は
、
馬
陸
、
華
亭
、
朱
家
橋
、
封
浜
、
嘉
定
鎮
な

ど
の
五
地
区
で
逮
捕
さ
れ
た
二
五
人
の
犯
罪
者
は
、
全
都
一
八
歳

未
満
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
い
ち
ぱ
ん
若
い
も

の
は
八
歳
の
ふ
た
り
で
小
学
生
だ
っ
た
。
　
。

　
青
少
年
犯
罪
が
、
低
年
齢
化
に
な
っ
た
原
因
は
複
雑
で
あ
る
。

例
え
ば
、
社
会
生
産
カ
の
発
展
や
、
科
学
的
な
技
術
と
か
、
文
化

教
育
の
進
歩
や
、
全
社
会
の
物
質
生
活
、
文
化
精
神
生
活
の
向
上

や
、
少
年
と
幼
児
の
早
熱
な
ど
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
る
。
少
年
と
幼
児
と
の
早
熟
は
、
ふ
た
つ
の
意
義
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
少
年
の
智
慧
が
早
く
発
展
し
う

る
こ
と
で
あ
る
、
第
二
は
、
少
年
早
熱
た
め
、
青
少
年
犯
罪
年
齢

が
低
年
齢
化
へ
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の

問
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
ず
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
う
ま
く
処
理
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
青
少
年
の
犯
罪
年
齢
の
低
年
齢
化

は
、
一
段
と
早
く
進
む
の
で
あ
ろ
う
。

　
具
体
的
に
青
少
年
の
主
観
的
な
原
因
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
青
少
年
の
成
熟
の
時
期
は
青
少
年

の
生
理
と
心
理
が
、
非
常
に
変
化
す
る
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
矛
眉
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ぱ
、
独
立
の
意

志
の
要
求
と
両
親
お
よ
び
教
師
に
対
す
る
依
頼
関
係
と
の
矛
盾
、

生
理
の
発
育
と
心
理
の
発
展
と
の
矛
盾
、
性
感
と
意
志
行
為
と
の

矛
盾
、
ひ
ま
し
に
増
大
す
る
物
質
へ
の
欲
望
と
現
在
の
経
済
条
件

と
の
矛
盾
、
性
の
衝
動
的
な
要
求
と
遣
徳
お
よ
ぴ
法
律
と
の
矛
眉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔
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な
ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
正
確
に
解
決

し
な
け
れ
ぱ
、
青
少
年
は
犯
罪
に
走
り
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
目
農
村
の
青
少
年
犯
罪
が
急
速
に
上
昇
し
た

　
近
年
に
、
わ
が
国
の
農
村
の
青
少
年
犯
罪
は
、
急
速
に
上
昇
し

た
。
こ
れ
は
、
最
近
の
青
少
年
犯
罪
の
一
種
の
新
し
い
動
向
で
あ

る
。
例
え
ば
、
天
津
市
の
調
査
で
、
天
津
市
郊
外
の
刑
事
犯
罪
は

ず
っ
と
年
、
こ
と
に
上
昇
す
る
傾
向
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
一
九
七

九
年
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
八
○
年
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
一

九
八
一
年
は
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
二
年
急
速

に
四
〇
バ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
っ
た
。
別
の
調
査
に
よ
っ
て
、
一
九

八
四
年
は
、
海
南
島
で
、
刑
事
犯
罪
に
ひ
ど
い
打
撃
し
た
の
で
杜

会
生
活
の
状
況
が
よ
く
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
近
年
は
農
村
の
青

少
年
の
犯
罪
が
激
し
く
、
だ
ん
だ
ん
お
お
く
な
っ
た
。
海
南
島
で

は
、
一
九
七
七
年
の
農
村
青
少
年
犯
罪
の
全
体
の
割
合
が
三
六
バ

ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
九
年
の
そ
れ
は
、
四
七
・
ニ
パ

ー
セ
ン
ト
、
一
九
八
三
年
は
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
。
前
後

七
年
間
で
、
農
村
の
青
少
年
の
犯
罪
件
数
は
一
位
に
な
っ
た
。
そ

し
て
、
殺
人
、
強
盗
、
強
姦
な
ど
の
刑
事
事
件
が
増
加
し
た
。
一

九
七
七
年
に
は
、
海
南
島
で
発
生
し
た
重
大
な
刑
事
事
件
の
な
か

に
は
、
農
村
の
青
少
年
に
よ
る
犯
罪
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

た
。
そ
れ
は
、
一
九
八
○
年
に
六
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た

が
、
一
九
八
三
年
に
は
、
七
七
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
ま
で
に
上
昇
し

た
。
そ
こ
で
、
農
村
青
少
年
犯
罪
の
変
化
状
況
は
、
非
常
に
激
し

い
圭
言
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
一
九
八
五
年
五
月
に

は
中
国
青
少
年
犯
罪
研
究
学
会
及
び
安
徽
省
法
単
会
は
、
黄
山
市

で
「
華
東
地
区
農
村
青
少
年
犯
罪
問
題
挙
術
討
論
会
議
」
を
開
い

た
。
会
議
に
参
加
し
た
人
々
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
つ
ま
り

わ
が
国
の
青
少
年
犯
罪
の
総
件
数
に
占
め
る
農
村
青
少
年
に
よ
る

犯
罪
件
数
の
割
合
が
、
以
前
の
低
い
状
況
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
青
少

年
犯
罪
総
件
数
の
第
一
位
に
変
化
し
た
。
そ
れ
が
社
会
治
安
に
悪

影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
農
村
青
少
年
犯
罪
に
は
、
主
に
以
下
の
二
種
類
の
事
件
が
増
え

て
き
た
。
即
ち
、
ま
ず
は
窃
盗
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。
福
建
省
竜

岩
地
区
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
八
四
年
は
一
九
八
三
年
に
比
べ

る
と
、
一
九
八
三
年
の
四
〇
バ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
九
八
四
年
前
半

年
の
五
八
バ
ー
セ
ン
ト
ヘ
増
え
て
き
た
と
わ
か
っ
た
。
農
村
青
少

年
犯
罪
の
特
色
が
集
団
犯
罪
で
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
点
で
は
都
市
と
比
べ
る
と
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
農
村
の
集
団
犯
罪
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
血
縁
関
係
を
持
つ

兄
弟
な
ど
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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農
村
青
少
年
犯
罪
の
第
二
種
の
類
型
は
、
強
姦
事
件
が
急
速
に

増
え
た
。
一
九
八
三
年
以
来
、
強
姦
犯
の
手
口
は
以
前
よ
り
悪
質
、

残
虐
で
あ
り
、
ま
た
初
め
て
犯
罪
を
し
た
人
は
増
え
て
き
た
。
調

査
に
よ
る
と
、
農
村
で
発
生
し
た
強
姦
事
件
が
、
一
九
八
七
年
と

比
較
す
る
と
、
一
九
八
八
年
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
、
一

九
八
八
年
の
輸
姦
事
件
の
件
数
は
、
一
九
八
七
年
の
三
倍
に
な
っ

た
。　

調
査
資
料
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
、
農
村
背
少
年
犯
罪
が
急
速

に
増
え
た
原
因
は
、
主
に
、
管
理
工
作
と
恩
想
政
治
工
作
が
変
化

し
た
農
村
経
済
管
理
体
制
に
合
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
近

年
来
、
農
村
経
済
改
革
の
情
勢
発
展
の
ス
ビ
ー
ド
が
速
い
で
あ
る
。

農
村
生
産
責
任
制
の
実
行
と
各
種
専
業
の
出
現
に
伴
っ
て
、
農
民

の
労
働
生
産
の
形
式
は
著
し
く
変
化
し
た
。
過
去
の
集
団
労
働
制

か
ら
、
個
人
と
し
て
の
経
営
請
負
制
の
あ
る
専
門
の
労
働
に
従
事

す
る
こ
と
へ
と
変
っ
た
の
は
、
農
村
経
済
発
展
や
農
民
の
積
極
性

面
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
変
化
か

ら
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
対
し
て
認
識
が
足
り

な
い
の
で
、
政
治
工
作
と
管
理
工
作
面
で
は
、
こ
れ
に
合
う
措
置

と
方
法
も
足
り
な
い
。
ま
た
、
あ
る
農
村
組
織
は
役
割
を
よ
く
果

し
て
い
な
か
っ
た
。

　
⇔
女
性
青
少
年
犯
罪
の
上
昇
の
傾
向

　
一
九
八
三
年
以
来
、
わ
が
国
の
女
性
青
少
年
犯
罪
が
す
べ
て
の

犯
罪
の
う
ち
一
〇
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
刑
事
犯
罪
に
ひ

ど
い
打
撃
を
し
て
か
ら
も
、
わ
が
国
の
女
性
青
少
年
犯
罪
は
減
少

し
て
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
増
え
て
き
た
。
例
え

ぱ
、
一
九
八
三
年
以
前
、
あ
る
市
の
刑
務
所
在
監
中
の
女
性
犯
罪

者
の
二
0
1
二
五
バ
ー
セ
ン
ト
が
二
五
歳
以
下
の
女
性
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
三
年
以
降
、
四
〇
・

一
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
急
速
に
増
加
し
て
い
る
。
上
海
の
調
査
に
よ

れ
ぱ
一
九
八
六
年
と
一
九
八
五
年
と
の
間
で
発
現
し
た
女
性
青
少

年
犯
罪
者
は
、
こ
の
前
の
一
九
八
二
年
と
一
九
八
三
年
に
比
べ
る

と
上
昇
し
た
。
天
津
の
調
査
に
よ
れ
ぱ
、
近
年
来
女
性
脊
少
年
犯

罪
も
上
昇
し
て
い
る
。
例
え
ぱ
一
九
八
六
年
の
前
半
年
に
女
性
青

少
年
犯
罪
が
全
青
少
年
犯
罪
者
の
六
四
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

て
お
り
、
全
部
の
刑
事
事
件
の
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。

こ
れ
は
、
一
九
八
二
年
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
七
・
三
バ
ー
セ
ン
ト
と

一
・
一
バ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
近
年
来

女
性
青
少
年
犯
罪
類
型
は
過
去
の
女
性
特
有
の
犯
罪
か
ら
男
性
化

へ
発
展
し
て
い
る
動
向
が
現
わ
れ
た
。

　
㈲
学
童
・
学
生
犯
罪
は
急
速
に
増
加
し
て
い
る
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現
在
、
わ
が
国
の
学
童
・
学
生
犯
罪
が
著
し
く
増
え
て
い
る
。

一
九
八
四
年
に
裁
判
を
受
け
た
学
童
・
学
生
犯
罪
人
数
は
一
三
、

一
四
九
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
全
刑
事
事
件
総
数
の
七
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
一
九
八
二
年
よ
り
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
増

加
し
て
い
た
。
一
九
八
七
年
に
発
現
し
た
学
童
・
学
生
の
犯
罪
者

は
、
一
九
八
六
年
よ
り
四
・
八
バ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
青

少
年
犯
罪
の
一
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
広
州
市
公
安
局

が
一
九
八
七
年
に
し
た
学
童
・
学
生
犯
罪
の
調
査
に
よ
れ
ぱ
、
一

年
間
に
裁
判
を
受
け
た
学
童
・
挙
生
の
犯
罪
者
は
七
六
九
名
で
あ

り
、
全
青
少
年
犯
罪
総
数
の
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
ら
寸

類
型
か
ら
み
る
と
強
盗
、
傷
害
、
流
帳
な
ど
の
犯
罪
人
数
が
一
九

八
六
年
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
ニ
バ
ー
セ
ン
ト
、

五
六
バ
ー
セ
ン
ト
に
増
え
て
き
た
。
北
京
地
区
で
は
、
一
九
八
五

年
の
一
月
、
二
月
、
三
月
の
学
童
・
学
生
犯
罪
者
は
一
九
八
四
年

の
同
時
期
よ
り
八
○
・
五
バ
i
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
そ
の
中
に
は

学
籍
を
除
名
さ
れ
て
お
り
、
退
学
落
第
の
い
わ
ゆ
る
流
失
生
犯
罪

の
割
合
が
極
め
て
高
い
（
い
わ
ゆ
る
流
失
生
と
は
、
す
な
わ
ち
単

校
へ
い
か
な
い
学
生
、
あ
る
い
は
登
校
拒
否
の
学
生
を
い
う
）
。

こ
れ
は
、
天
津
、
北
京
な
ど
の
地
方
の
新
し
く
、
重
大
な
社
会
間

題
に
な
っ
た
。
一
九
八
四
年
の
一
－
三
月
に
全
国
に
発
現
し
た
二

二
、
一
九
五
名
の
少
年
犯
に
は
流
失
生
の
割
合
が
七
八
バ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
た
。
北
京
市
少
年
犯
管
教
所
（
だ
い
た
い
日
本
の
少
年

院
と
同
じ
）
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
少
年
犯
の
一
〇
人
あ
た
り
七
人

は
流
失
生
で
あ
る
。
こ
の
重
大
な
問
題
は
人
々
に
注
目
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　
㈲
集
団
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る

　
一
九
八
七
年
に
全
国
に
発
現
し
た
青
少
年
犯
罪
集
団
は
、
一
九

八
六
年
よ
り
二
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
増
え
て
き
た
。
い
ち
ば
ん
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら
ず

加
し
た
の
は
窃
盗
集
団
、
強
盗
集
団
、
流
帳
集
団
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
犯
罪
集
団
は
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
ー
九
〇
バ
ー
セ
ン
ト
が
青
少

年
か
ら
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
七
月
に
、
公
安
部

の
一
〇
省
に
お
い
て
摘
発
さ
れ
た
七
七
八
人
の
強
盗
事
件
調
査
に

よ
る
と
、
そ
の
中
に
二
五
歳
以
下
の
青
少
年
は
七
二
四
人
で
総
数

の
九
三
・
一
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
集
団
犯
罪
は
六
八
四
人
で
、

青
少
年
に
よ
る
犯
罪
の
九
四
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
河
南

省
に
所
属
す
る
七
つ
の
県
で
摘
発
さ
れ
た
五
〇
個
の
犯
罪
集
団
の

分
析
に
よ
る
と
、
二
五
歳
以
下
の
青
少
年
か
ら
な
っ
た
集
団
は
四

〇
で
、
集
団
数
の
八
○
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
そ
の
う
ち
、
一

七
歳
以
下
の
少
年
か
ら
な
っ
た
集
団
は
二
一
個
で
あ
る
。
摘
発
さ

れ
た
二
六
五
人
の
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
二
五
歳
以
下
の
も
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の
は
二
四
〇
人
で
、
集
団
メ
ン
バ
ー
総
数
の
九
〇
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
て
、
そ
の
中
に
、
一
七
歳
以
下
の
少
年
は
一
四
三
人
で
、

青
少
年
犯
罪
の
五
九
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。
こ
れ
ら
の
犯

罪
集
団
は
囲
舎
で
犯
罪
し
、
地
方
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
一
部
犯
罪
集
団
は
田
舎
か
ら
都
会
に
き
て
犯
罪
し
て
、
絶
え

ず
犯
罪
を
し
て
い
た
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
た
く
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
封
建
的
な
、
迷
信

的
な
青
少
年
犯
罪
築
団
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
集
団

に
は
メ
ン
バ
ー
が
い
る
し
、
集
団
の
決
ま
り
が
あ
っ
て
、
参
加
す

る
青
少
年
は
紳
の
前
に
祈
っ
て
、
兄
弟
の
よ
う
に
な
っ
て
、
犯
罪

を
す
る
。
南
京
市
で
一
九
八
六
年
に
摘
発
さ
れ
た
流
眠
集
団
は

「
隊
長
」
と
「
顧
問
」
が
設
け
ら
れ
て
、
わ
い
せ
つ
な
歌
を
作
り
、

女
学
生
に
対
し
て
犯
罪
を
し
、
社
会
秩
序
を
破
壊
し
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
青
少
年
犯
罪
集
団
に
表
わ
れ
た
以
下
の
よ

う
な
い
く
つ
か
の
新
し
い
特
質
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
、
過
去
の
犯
罪
集
団
が
み
ん
な
大
都
市
に
あ
っ
た
が
、
今

の
犯
罪
集
団
は
県
と
か
、
田
舎
な
ど
に
発
展
し
た
。
あ
る
省
の
あ

る
県
で
調
べ
た
結
果
、
摘
発
さ
れ
た
犯
罪
集
団
が
一
四
個
あ
る
と

わ
か
っ
た
。
集
団
に
所
属
し
た
者
は
二
〇
〇
人
で
、
大
部
分
は
青

少
年
で
あ
る
。

　
第
二
、
過
去
の
犯
罪
集
団
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
が
前
科
を
持
っ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
の
青
少
年
犯
罪
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、

ほ
と
ん
ど
学
生
と
初
犯
の
も
の
で
あ
る
。
北
京
市
の
西
城
区
公
安

局
の
、
半
年
間
に
検
挙
さ
れ
た
も
の
の
統
計
に
よ
る
と
、
二
〇
一

人
の
ニ
ハ
歳
以
下
少
年
犯
罪
者
の
う
ち
、
学
生
と
途
申
で
学
校
か

ら
出
た
も
の
が
一
八
二
人
で
、
総
数
の
九
〇
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
を

占
め
て
、
初
め
て
の
犯
罪
者
は
九
〇
・
六
バ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
。

　
第
三
、
現
今
の
犯
罪
集
団
の
方
法
が
狡
く
な
っ
て
き
た
。
地
方

的
調
査
材
料
か
ら
見
て
も
、
全
国
規
模
で
み
て
も
、
以
前
の
よ
う

に
人
の
目
の
前
で
犯
罪
し
た
も
の
が
、
大
幅
に
減
少
し
た
。
現
在
、

い
く
つ
か
の
犯
罪
集
団
は
犯
罪
手
口
の
研
究
に
カ
を
注
い
で
い
て
、

「
科
学
家
の
頭
が
あ
る
よ
う
に
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
犯
罪
を

指
導
し
て
い
る
。
犯
罪
手
口
も
だ
ん
だ
ん
技
術
的
に
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
は
つ
ね
に
対
検
挙
、
対
敢
締
な
ど
の
方
法

を
研
究
す
る
。
例
え
ぱ
あ
る
犯
罪
者
は
会
社
で
一
生
懸
命
に
仕
事

し
て
、
人
々
に
い
い
印
象
を
与
え
て
、
ひ
そ
か
に
犯
罪
活
動
を
し

て
い
た
。

　
第
四
、
一
九
八
三
年
の
前
に
は
、
犯
罪
集
団
は
一
時
的
な
も
の

が
割
合
に
多
か
っ
た
が
、
今
の
犯
罪
集
団
は
、
ほ
と
ん
ど
厳
密
的

な
組
織
が
あ
っ
て
、
ま
た
、
中
心
人
物
が
あ
っ
て
、
犯
罪
を
す
る
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と
き
、
計
画
が
あ
る
し
、
準
備
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分

の
責
任
が
あ
る
し
、
各
犯
罪
者
の
犯
罪
行
動
が
犯
罪
結
果
と
因
果

関
係
が
あ
る
。

　
一
九
八
三
年
以
前
の
犯
罪
集
団
は
、
特
に
少
年
犯
罪
集
団
は
、

彼
ら
の
組
織
か
ら
み
る
と
、
メ
ン
バ
ー
は
大
多
数
が
同
じ
町
、
同

じ
村
、
同
じ
学
校
、
同
じ
会
社
の
も
の
で
、
年
齢
の
差
も
な
く
、

幼
年
の
と
き
・
か
ら
大
人
に
な
る
ま
で
仲
良
し
で
、
彼
ら
の
組
織
を

み
る
と
、
一
般
的
に
、
比
較
的
簡
単
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一

緒
に
食
事
し
た
と
か
、
一
緒
に
遊
ん
だ
と
か
、
こ
う
い
う
し
か
た

で
犯
罪
集
団
に
な
り
、
犯
罪
が
終
わ
る
の
に
つ
れ
て
、
犯
罪
築
団

も
解
散
す
る
。
こ
の
よ
う
集
団
は
活
動
が
公
開
で
、
メ
ン
バ
ー
も

自
由
に
参
加
し
た
り
、
撤
退
し
た
り
し
て
、
集
団
の
中
に
も
矛
盾

や
摩
擦
が
あ
る
。
一
九
八
三
年
以
降
、
い
く
つ
か
の
犯
罪
集
団
は

組
織
を
つ
く
り
、
や
。
た
ら
に
メ
ン
バ
ー
を
募
集
す
る
こ
と
を
し
な

く
て
、
人
の
目
の
前
で
犯
罪
を
し
な
く
な
っ
た
。
犯
罪
集
団
者
は

自
分
の
保
謹
の
た
め
に
、
集
団
を
設
立
し
た
と
き
に
ま
ず
安
全
措

置
、
秘
密
を
守
る
措
置
、
活
動
の
決
ま
り
、
紀
律
な
ど
を
決
定
し
、

集
団
者
の
間
に
分
業
と
協
カ
を
よ
く
さ
せ
る
。
少
年
犯
罪
集
団
の

場
合
、
盲
目
的
に
外
国
、
あ
る
い
は
解
放
前
の
犯
罪
集
団
の
ま
ね

を
す
る
。
最
近
も
、
組
織
が
あ
る
少
年
犯
罪
集
団
も
で
き
た
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
あ
る
犯
罪
集
団
は
普
通
の
犯
罪
者
か
ら
な
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
一
部
の
一
時
的
な
も
の
を
除
い
て
、
た
く
さ

ん
の
犯
罪
集
団
は
固
定
の
メ
ン
バ
ー
が
い
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
秘

密
な
組
織
も
あ
る
。
犯
罪
活
動
も
計
画
と
お
り
に
や
る
。
特
別
に

注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
青
少
年
犯
罪
集
団
は
ホ

ン
コ
ン
と
外
国
の
犯
罪
集
団
と
聯
絡
を
と
っ
て
い
た
。
海
外
の
犯

罪
集
団
も
申
国
の
犯
罪
集
団
を
利
用
し
て
犯
罪
を
す
る
こ
と
に
な

つ
た
。

　
第
五
、
犯
罪
集
団
の
類
型
か
ら
み
る
と
、
一
九
八
三
年
以
降
の

犯
罪
が
専
門
的
、
職
業
的
に
な
っ
て
き
た
。

　
一
九
八
三
年
前
、
た
く
さ
ん
の
犯
罪
集
団
が
侵
害
し
た
法
益
範

囲
は
広
く
て
、
複
雑
で
あ
り
、
犯
罪
活
動
も
多
様
で
あ
っ
た
。

　
犯
罪
築
団
が
こ
の
よ
う
に
専
門
化
、
職
業
化
し
て
き
た
。
こ
の

変
化
は
、
わ
が
国
の
犯
罪
集
団
が
職
業
的
犯
罪
者
あ
る
い
は
犯
罪

組
織
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
特
色
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
い
う
特
色
が
社
会
に
と
っ
て
は
大
き
な
驚
き
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
点
に
研
究
と
注
意
を

集
卒
さ
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
わ
が
国
の
青
少
年
犯
罪
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
る
よ
う

な
現
象
を
呈
す
る
に
至
っ
た
か
は
、
社
会
原
因
か
ら
見
る
と
、
文

扱
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化
大
革
命
の
あ
る
悪
い
思
想
が
青
少
年
犯
罪
問
題
に
反
映
し
た
二

と
に
あ
る
。
青
少
年
自
身
の
原
因
か
ら
見
る
と
、
青
少
年
は
成
長

期
で
、
ま
だ
知
識
を
身
に
つ
け
る
時
期
で
、
友
達
を
つ
く
る
こ
と

が
だ
い
好
き
だ
が
、
法
律
意
識
が
な
い
。
こ
の
時
期
の
特
殊
な
心

理
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
や
や
も
す
る
と
何
人
か
が
一
緒
に
活
動
し
、

悪
い
人
と
か
不
良
環
境
な
ど
の
影
響
で
、
犯
罪
道
に
は
い
り
や
す

い
。
青
少
年
が
何
か
こ
ま
っ
た
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
ら
、
伸
良
し

を
さ
が
し
て
、
自
分
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
の
気

の
合
う
人
と
犯
罪
集
団
を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現

象
は
、
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時

の
青
少
年
犯
罪
は
み
ん
な
個
人
的
に
や
っ
た
の
で
あ
る
。
今
は
集

団
犯
罪
が
主
要
な
仕
方
に
な
っ
た
。
集
団
犯
罪
は
人
が
多
く
て
、

手
口
が
残
忍
で
あ
る
。
だ
か
ら
青
少
年
犯
罪
築
団
は
、
か
つ
て
の

個
人
犯
罪
よ
り
も
、
っ
と
ひ
ど
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
犯
罪
築

団
に
対
し
て
取
締
を
強
化
す
る
の
は
、
今
も
私
た
ち
の
重
要
な
任

務
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
分
析
と
研
究
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
明
確
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
青
少
年
犯
罪
は
わ
が
国
の
一
つ

の
重
要
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
方
法
が
間

違
い
で
、
措
置
が
よ
く
な
い
の
で
あ
れ
ぱ
、
青
少
年
犯
罪
の
予
防

や
減
少
な
ど
も
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
の
基
本
的
方
法
は
社
会
の

各
方
面
の
人
び
と
を
動
員
し
て
全
社
会
の
綜
合
整
理
を
す
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
い
効
果
が
生
じ
て
く
る
の
で

あ
る
。
あ
る
都
門
や
一
つ
の
措
置
な
ど
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で

あ
る
。
音
少
年
犯
罪
は
多
種
類
の
原
因
か
ら
な
っ
た
社
会
現
象
で

あ
っ
て
、
政
府
の
統
一
的
指
導
の
下
で
、
宣
伝
、
教
育
、
文
化
、

＾
2
）

政
法
な
ど
の
部
門
や
青
年
団
と
組
合
で
協
カ
し
て
、
分
担
し
て
、

青
少
年
に
対
し
て
よ
く
教
育
し
て
、
予
防
を
主
な
内
容
と
し
て
の

綜
合
整
理
の
各
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
っ
と
い
い
結
果

を
収
め
ら
れ
る
と
私
は
恩
う
。

　
（
1
）
　
一
九
八
三
年
に
「
依
法
従
重
従
快
打
撃
刑
事
犯
」
と
い
ろ
キ
ャ

　
　
ン
ペ
ー
ン
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
「
法
偉
に
基
づ
い
て
よ
り
重
く

　
　
よ
り
早
く
刑
事
犯
を
処
罰
せ
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
に

　
　
「
刑
事
犯
罪
に
ひ
ど
い
打
撃
を
加
え
た
」
と
は
、
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

　
　
ン
を
指
し
て
い
る
。
（
村
井
）

　
（
2
）
　
こ
こ
に
「
政
法
」
と
は
治
安
と
司
法
の
こ
と
で
、
臭
体
的
に
は
、

　
　
督
察
、
検
察
、
裁
判
お
よ
ぴ
行
刑
の
藷
活
動
を
指
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
井
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
京
大
学
教
授
）
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